
特 記 仕 様 書 

 

１ 業務概要 

 (1)  業務名 

 令和８年度から令和 10 年度までにおける反射式道路標識保守業務（第２ブロック） 

 (2)  履行場所 

 広島南警察署、安佐南警察署、安佐北警察署、海田警察署、呉警察署、江田島警察署及び高

速道路交通警察隊管轄区域内 

 (3)  履行期間 

令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日 

 (4) 業務仕様 

ア 本仕様書に記載されていない事項は、反射式道路標識保守業務仕様書（令和８年度から令

和 10 年度）（以下「共通仕様書」という。）による。 

イ 本仕様書と共通仕様書に定めがない事項は、警察本部又は警察署等監督職員と協議する。 

ウ 点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に監督職員と協議する。 

２ 対象施設等 

 (1) ブロック内対象施設保有数等 

ア 令和８年度（広島南警察署及び海田警察署管轄区域内） 

区   分 本  数 枚  数 要補修標識本数 簡易作業本数 

路上式道路標識 632 本 1,070 枚 31 本 20 本 

路側式道路標識 9,662 本 13,546 枚 768 本 265 本 

イ 令和９年度（安佐南警察署及び安佐北警察署管轄区域内） 

区   分 本  数 枚  数 要補修標識本数 簡易作業本数 

路上式道路標識 499 本 937 枚 25 本 16 本 

路側式道路標識 9,401 本 12,440 枚 747 本 257 本 

ウ 令和 10 年度（呉警察署、江田島警察署及び高速道路交通警察隊管轄区域内） 

区   分 本  数 枚  数 要補修標識本数 簡易作業本数 

路上式道路標識 294 本 487 枚 14 本 10 本 

路側式道路標識 6,932 本 9,619 枚 551 本 190 本 

※１ 保有数は令和８年１月末現在の数であり、業務における対象施設数として限定せず、ま

た保証しない。（各年度の業務開始時における保有数の増減が 10％以内の場合には受注者

に通知しない。） 

※２ 巡回点検は、各年度、各管轄区域内の対象施設全てについて実施するものとする。 

※３ 要補修標識とは、B・C・D ランクの標識をいう。 

※４ 警察署毎の保有数については別添「反射式標識保有数内訳」のとおり 

 (2) 応急措置業務見込み数（履行期間中の総数） 

区   分 応急措置（撤去、補修） 支障移設（撤去・移設） 

路上式道路標識 ３本          －  

路側式道路標識 33 本 220 本 

※１ 本見込み数は、過去３年間の実績に基づくものであり、業務における対象施設数として

限定せず、保証しない。 

※２ 応急措置業務は保守期間中の応急措置業務は、共通仕様書に定める事項に基づき、該当

する対象施設全てについて実施するものとする。 



別添

本数 枚数 本数 枚数

広島南 468 785 6,109 8,772

海田 164 285 3,553 4,774

安佐南 245 387 5,569 7,336

安佐北 254 550 3,832 5,104

呉 236 390 5,669 7,773

江田島 20 51 889 1,207

高速隊 38 46 374 639

合計 1,425 2,494 25,995 35,605

反射式標識保有数内訳

反射式

路上 路側


